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平成 23年１月 31日 

各      位 
会社名 株式会社グローバルダイニング 
代表者名 代表取締役社長 長谷川 耕造 

 （ コード番号 7625  東証第二部 ） 

問合せ先  取締役最高財務責任者 
兼経営管理本部長 添田 裕一郎 

T E L ： 0 3 – 5 4 6 9 – 3 2 2 3 
 
 
 

ストック・オプションの消却及び特別利益の計上に関するお知らせ 

 
当社は、本日平成 23年１月 31日開催の取締役会において、ストック・オプションとし
て発行した新株引受権及び新株予約権の一部を下記のとおり消滅及び消却することを決議

いたしました。併せて、これにより特別利益が発生することとなりますので、下記のとお

りお知らせいたします。 
 

記 
１．新株引受権を消滅及び新株予約権を消却する理由 

当社は、当社及び子会社の取締役、執行役及び従業員の業績向上に対する意欲や士

気を高めるとともに、優秀な人材を確保することなどを目的に、新株引受権及び新株

予約権を発行いたしました。しかしながら、ストック・オプションとして発行した当

該新株引受権及び当該新株予約権について、当社の株価と行使価格が著しく乖離して

おり、ストック・オプションの目的を果たすことが現実的でない状況であること、及

び当社の潜在株式による希薄化懸念の払拭を理由といたしまして、当社の株価と行使

価格が著しく乖離しております新株引受権及び新株予約権の一部を、割当対象者と合

意の上、新株引受権については放棄の上消滅させ、新株予約権については無償にて取

得の上消却することといたしました。 
また、退職等による返還または放棄等により取得していた自己新株引受権及び自己

新株予約権についても併せて消滅または消却することといたしました。 
 
２．消滅または消却の対象となる新株引受権及び新株予約権の概要（平成 23年 1月 31日
現在） 
（１）新株引受権 

発行した新株引受権の数 75,000株 
失効した新株引受権の数 55,400株 
消滅する新株引受権の数 14,600株 
消滅後の新株引受権の数 5,000株 
権利行使価額 1,586円 
新株引受権の行使可能期間 平成 16年４月１日～平成 24年３月 19日 

 
（２）第１回新株予約権 

発行した新株予約権の数 1497個（149,700株） 
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行使された新株予約権の数 886個（88,600株） 
失効した新株予約権の数 269個（26,900株） 
消却する新株予約権の数 242個（24,200株） 
消却後の新株予約権の数 100個（10,000株） 
権利行使価額 602円 
新株予約権の行使可能期間 平成 16年１月１日～平成 25年３月 28日 

 
（３）第２回新株予約権 

発行した新株予約権の数 316個（31,600株） 
行使された新株予約権の数 200個（20,000株） 
失効した新株予約権の数 ４個（400株） 
消却する新株予約権の数 112個（11,200株） 
消却後の新株予約権の数 0個（0株） 
権利行使価額 664円 
新株予約権の行使可能期間 平成 16年１月１日～平成 25年３月 28日 

 
（４）第３回新株予約権 

発行した新株予約権の数 1,861個（186,100株） 
行使された新株予約権の数 32個（3,200株） 
失効した新株予約権の数 918個（91,800株） 
消却する新株予約権の数 761個（76,100株） 
消却後の新株予約権の数 150個（15,000株） 
権利行使価額 742円 
新株予約権の行使可能期間 平成 17年１月１日～平成 26年３月 27日 

 
（５）第４回新株予約権 

発行した新株予約権の数 112個（11,200株） 
消却する新株予約権の数 112個（11,200株） 
消却後の新株予約権の数 0個（0株） 
権利行使価額 710円 
新株予約権の行使可能期間 平成 17年１月１日～平成 26年３月 27日 

 
（６）第５回新株予約権 

発行した新株予約権の数 945個（94,500株） 
失効した新株予約権の数 174個（17,400株） 
消却する新株予約権の数 621個（62,100株） 
消却後の新株予約権の数 150個（15,000株） 
権利行使価額 750円 
新株予約権の行使可能期間 平成 18年１月１日～平成 27年３月 19日 

 
（７）第６回新株予約権 

発行した新株予約権の数 76個（7,600株） 
消却する新株予約権の数 76個（7,600株） 
消却後の新株予約権の数 0個（0株） 
権利行使価額 820円 
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新株予約権の行使可能期間 平成 18年１月１日～平成 27年３月 19日 
 
 
（８）第８回新株予約権 

発行した新株予約権の数 795個（79,500株） 
消却する新株予約権の数 795個（79,500株） 
消却後の新株予約権の数 0個（0株） 
権利行使価額 971円 
新株予約権の行使可能期間 平成 20年４月１日～平成 28年３月 18日 

 
（９）第９回新株予約権 

発行した新株予約権の数 74個（7,400株） 
消却する新株予約権の数 74個（7,400株） 
消却後の新株予約権の数 0個（0株） 
権利行使価額 819円 
新株予約権の行使可能期間 平成 20年４月１日～平成 28年３月 18日 

 
（１０） 第 10回新株予約権 

発行した新株予約権の数 989個（98,900株） 
消却する新株予約権の数 929個（92,900株） 
消却後の新株予約権の数 60個（6,000株） 
権利行使価額 421円 
新株予約権の行使可能期間 平成 21年 11月 17日～平成 29年３月 17日 

 
（１１） 第 13回新株予約権 

発行した新株予約権の数 7,000個（700,000株） 
消却する新株予約権の数 6,980個（698,000株） 
消却後の新株予約権の数 20個（2,000株） 
権利行使価額 400円 
新株予約権の行使可能期間 平成 23年７月１日～平成 30年６月 16日 

 
３．消却日 

平成 23年１月 31日 
 
４．特別利益の計上 

上記の新株引受権の消滅及び新株予約権の消却により、新株予約権戻入益として約

4,537万円の特別利益が発生いたします。 
 
５．今後の見通しについて 

上記により、平成 23年 12月期（平成 23年１月１日～平成 23年 12月末日）にお
いて、特別利益に新株予約権戻入益約 4,537万円を計上することとなりますが、今後
の業績に与える影響等は平成 23年 2月 10日開示の平成 23年 12月期業績予想に織り
込む予定であります。 

以上 


